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（
文
教
科
学
委
員
会
）

特
定
先
端
大
型
研
究
施
設
の
共
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
三
号
）
（

衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
等
の
基
盤
の
強
化
等
を
図
る
た
め
、
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構

（
以
下
「
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
特
定
中
性
子
線
施
設
の
共
用
を
促
進
す
る
た
め
の

措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
特
定
先
端
大
型
研
究
施
設
の
定
義
に
、
特
定
中
性
子
線
施
設
を
追
加
す
る
こ
と
。

二
、
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
は
、
特
定
中
性
子
線
施
設
の
設
置
者
と
し
て
、
中
性
子
線
共
用
施
設
の
建
設
及
び
維
持
管
理

を
行
い
、
並
び
に
こ
れ
を
研
究
者
等
の
共
用
に
供
す
る
こ
と
等
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
文
部
科
学
大
臣
の

定
め
る
基
本
方
針
に
即
し
て
、
当
該
業
務
に
関
す
る
実
施
計
画
を
作
成
し
、
毎
事
業
年
度
、
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

三
、
文
部
科
学
大
臣
は
、
特
定
中
性
子
線
施
設
の
設
置
者
と
し
て
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
が
行
う
も
の
と
さ
れ
た
業
務
の

う
ち
、
施
設
利
用
研
究
を
行
う
者
の
選
定
及
び
利
用
支
援
に
係
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
、
登
録
施
設
利
用
促
進
機
関
に
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行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

四
、
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


